
　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
契

　
　
約
に
つ
い
て

　

今
回
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の

契
約
の
基
礎
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま

す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ビ
ジ
ネ
ス
の

特
色
は
、
不
特
定
多
数
を
相
手
と
す

る
こ
と
、
相
手
の
顔
が
見
え
な
い
こ

と
、
大
量
の
情
報
を
扱
う
こ
と
、
迅

速
な
伝
達
が
で
き
る
こ
と
、
国
際
的

な
広
が
り
を
持
て
る
こ
と
で
す
が
、

不
正
ア
ク
セ
ス
や
誹
謗
中
傷
が
起
こ

り
や
す
い
と
言
っ
た
問
題
点
も
あ
り

ま
す
。

　

適
用
さ
れ
る
法
律
・
裁
判
管
轄

　

⑴　

準
拠
法
・
裁
判
管
轄

　

当
事
者
間
で
取
り
決
め
が
あ
る
と

き
は
、
そ
れ
に
従
い
ま
す
が
、
取
り

決
め
が
な
い
と
き
は
、
当
該
法
律
行

為
に
最
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
国
の

法
に
よ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
（
法
適

用
通
則
法
８
条
）
。

　

⑵　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
ピ

ン
グ
の
場
合

　

約
款
で
、
準
拠
法
や
裁
判
管
轄
を

定
め
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
そ
れ

に
従
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
契
約
の

成
立

　

⑴　

成
立
時
期

　

①
原
則
は
「
申
込
」
と
「
承
諾
」

と
い
う
両
当
事
者
の
意
思
表
示
の
合

致
が
あ
っ
た
と
き
で
す
。

　

②
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
ピ
ン

グ
の
場
合
に
は
、
消
費
者
保
護
の
観

点
か
ら
「
電
子
消
費
者
契
約
及
び
電

子
承
諾
通
知
に
関
す
る
民
法
の
特
例

に
関
す
る
法
律
」
（
電
子
消
費
者
特

例
）
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、
業
者
の
承
諾
の

通
知
が
消
費
者
に
到
達
し
た
と
き
に

契
約
成
立
と
な
り
ま
す
。
こ
こ
で
、

「
消
費
者
に
到
達
し
た
と
き
」
と

は
、
消
費
者
が
メ
ー
ル
サ
ー
バ
ー
に

ア
ク
セ
ス
可
能
と
な
っ
た
時
点
を
言

い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
消
費
者
が
業

者
か
ら
の
承
諾
通
知
メ
ー
ル
を
見
て

い
な
く
て
も
契
約
は
成
立
し
た
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

法
律
上
の
整
理
を
し
ま
す
と
、
業

者
の
サ
イ
ト
上
で
の
商
品
展
示
は
消

費
者
に
対
し
て
の
契
約
「
申
込
の
勧

誘
」
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
に
対
す
る

消
費
者
の
商
品
ク
リ
ッ
ク
・
送
信

が
、
契
約
の
「
申
込
」
と
な
り
、
業

者
の
返
信
が
同
「
申
込
」
に
対
す
る

「
承
諾
」
で
、
こ
こ
で
契
約
が
成
立

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

⑵　

署
名
・
押
印

　

一
般
的
な
場
合
と
同
様
に
、
こ
こ

で
も
、
署
名
・
押
印
は
契
約
成
立
の

要
件
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
念
の
た

め
、
別
途
書
面
で
署
名
・
押
印
す
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

⑶　

書
面
を
要
す
る
契
約
（
建
設

の
請
負
契
約
、
農
地
の
賃
貸
借
契
約

な
ど
）
に
つ
い
て

　

電
子
メ
ー
ル
は
書
面
に
当
た
ら
な

い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら

（
前
述
２
例
）
に
つ
い
て
は
メ
ー
ル

の
や
り
取
り
の
み
で
は
契
約
は
成
立

し
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
す
べ
て
の
書
面
を
要
す

る
契
約
を
同
様
に
扱
う
と
、
せ
っ
か

く
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
便
性
が

失
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
「
書
面
の
交
付
等
に
関

す
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
の
た

め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法

律
」
（
Ｉ
Ｔ
書
面
一
括
法
）
は
、
例

外
的
に
契
約
成
立
と
な
る
規
定
を
定

め
て
お
り
ま
す
。

　

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
や
保

険
業
法
、
旅
行
業
法
な
ど
消
費
者
保

護
の
見
地
か
ら
業
者
に
書
面
交
付
を

義
務
づ
け
て
い
る
も
の
（
関
係
法
律

全
50
本
）
に
つ
き
、
書
面
の
交
付
に

代
え
て
、
顧
客
の
承
諾
を
得
て
、
書

面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
情
報
通
信

の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
提

供
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た

の
で
す
。

　

⑷　

「
電
子
消
費
者
特
例
」
は
、

操
作
ミ
ス
・
軽
率
な
ク
リ
ッ
ク
か
ら

の
消
費
者
保
護
を
定
め
て
い
ま
す
。

　

す
な
わ
ち
、
事
業
者
に
よ
る
確
認

措
置
の
提
供
が
な
か
っ
た
場
合
等
に

つ
い
て
、
取
引
の
安
全
性
を
保
護
す

る
民
法
95
条
但
書
（
重
過
失
者
の
錯

誤
無
効
排
除
＝
間
違
っ
て
ク
リ
ッ
ク

し
て
し
ま
っ
た
か
ら
契
約
は
錯
誤
無

効
だ
と
い
う
主
張
は
、
重
過
失
に
よ

る
ク
リ
ッ
ク
な
の
で
排
除
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
）
の
適
用
が
排
除
さ
れ
ま

す
。
事
業
者
は
、
消
費
者
が
最
終
的

な
申
込
と
な
る
ボ
タ
ン
を
押
す
（
ク

リ
ッ
ク
す
る
）
前
に
、
契
約
内
容
を

表
示
し
て
そ
こ
で
訂
正
す
る
機
会
を

与
え
る
画
面
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ

り
取
引
安
全
を
確
保
す
べ
き
で
す
。
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